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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第184期

第１四半期連結
累計期間

第185期
第１四半期連結

累計期間
第184期

会計期間
自　平成25年12月１日
至　平成26年２月28日

自　平成26年12月１日
至　平成27年２月28日

自　平成25年12月１日
至　平成26年11月30日

売上高 （百万円） 22,448 23,583 100,477

経常利益 （百万円） 1,092 1,133 6,635

四半期（当期）純利益 （百万円） 612 727 3,572

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 273 1,561 4,813

純資産額 （百万円） 76,961 79,333 79,442

総資産額 （百万円） 130,543 135,263 133,938

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 8.09 9.61 47.15

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 58.3 57.9 58.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高は、消費税等抜きで表示しております。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における経済環境は、消費者マインドの弱さや海外景気の下振れによる輸出の鈍化な

ど景気を下押しするリスクはあるものの、政府などによる各種政策や原油価格下落の効果もあり、緩やかな回復基調

が続いております。

このような情勢の中、「ＮＮ120第２次中期経営計画（2013～2015年）」の最終年度を迎える当社グループは、目

標である「連結売上高1,030億円以上、連結営業利益70億円以上」の達成に向けて、経営理念に掲げる「情熱と誇り

をもってチャレンジ」する精神のもと、期初に掲げた重点課題に全力を挙げて取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高23,583百万円（前年同期比5.1％増）、経常利益1,133百

万円（前年同期比3.7％増）、四半期純利益727百万円（前年同期比18.7％増）となりました。

セグメントの概況は以下のとおりです。

 

①衣料繊維事業

「衣料繊維事業」は、ウール（天然繊維）を主素材とした衣料用の素材・商品の開発・製造・卸売りを行ってお

ります。

売糸は、昨年４月からの消費増税による店頭販売の不振と、円安分の転嫁による原糸価格高で買い控えが生じ、

減収となりました。

学校制服用素材は、価格改定前の先取り需要により増収となりました。

官公庁制服用素材は、前期にあった消防向けの繰り上げ出荷が今期はなく、減収となりました。

一般企業制服用素材は、期待された金融向けは低調に推移しましたが、接客服の更改需要の増加と大手カタログ

メーカー向けの出荷が好転し、前期並みの実績となりました。

一般衣料用素材は、就職活動の後ろ倒しによる郊外店向けの出荷遅れが影響し、減収となりました。

海外への販売は、欧州百貨店アパレル向けの素材提案が受け入れられ、増収となりました。

この結果、衣料繊維事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は8,364百万円（前年同期比2.7％増）となりまし

た。

 

②産業機材事業

　「産業機材事業」はウールから化合繊、糸から紐・フェルト・不織布など産業用資材・生活用資材の開発・製造・

卸売り、産業用機器の設計・製造・販売、および、環境・エネルギーシステムの設計・施工・メンテナンスを行って

おります。

　産業用資材は、自動車向け資材が堅調に推移しましたが、空気清浄機用フィルターに前年ほどの勢いがなく、全体

として微減収となりました。

　生活用資材は、テニスガットの価格改定により増収となりましたが、釣具は海外ＯＥＭなどの落込みから減収とな

り、全体として微減収となりました。

　産業用機械・計測器は、ソーラー発電設備の設計・施工工事は好調に推移しましたが、車載電装品製造ラインの

ファクトリーオートメーション装置が落込み、全体として微増収となりました。

　この結果、産業機材事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は4,308百万円（前年同期比7.7％減）となりまし

た。

 

　③人とみらい開発事業

　「人とみらい開発事業」は、「街づくり」を主眼とした地域共生型のサービス提供、および不動産開発を行ってお

ります。

　商業施設運営事業は、「ニッケコルトンプラザ」（千葉県市川市）では、天候不順の影響が少なく併設シネマも好

調でしたが、婦人服や雑貨が苦戦したため、微減収となりました。また「ニッケパークタウン」（兵庫県加古川市）

では、年始のバーゲンで婦人服、子供服などが苦戦しましたが、ほぼ前期並みを維持しました。

　不動産事業の賃貸事業はほぼ前期並みとなりましたが、ソーラー売電事業では、計13拠点での売電が寄与し、増収

となりました。一方、建設事業では、予定していた大型工事案件が遅延したことから、大幅な減収となりました。
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　スポーツ事業は、ゴルフ練習場・ゴルフコースにおいて、天候に恵まれたことに加えて、利用しやすい料金体制へ

変更したことで利用者数およびスクール会員数が伸びたことにより、微増収となりました。一方、テニススクールに

おいては、新規会員数が伸び悩みましたが、現行会員の継続確保に努めたことや、様々なイベントの収入などが寄与

したことにより、増収となりました。

　介護事業は、既存のデイサービスやショートステイが利用者数を伸ばしたことや、昨春に開業したグループホーム

「てとて加古川」(兵庫県加古川市)や、「てとてニッケタウン」（愛知県あま市）が順調に入居者数を伸ばしたこと

により、大幅な増収となりました。

　この結果、人とみらい開発事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は3,475百万円（前年同期比0.2％増）となり

ました。

④コンシューマー事業

　「コンシューマー事業」は、ブランディングとマーケティングのノウハウを強化した消費財の流通・小売、および

拠点開発による地域ニーズに対応した商品・サービスの提供を行っております。

　寝装事業は、一般寝装品が他社の早期処分販売の影響を受けたことにより、減収となりました。

　貿易代行事業は、コンテナの輸入設置事業の好調により、大幅な増収となりました。

　100円ショップ向け卸売事業は、新商品の開発と新規取引先の開拓により、増収となりました。

　ホビークラフト用インク事業は、海外向け販売が好調だったものの、国内における年賀状用途向け販売が苦戦し、

若干の減収となりました。

　携帯電話販売事業は、スマートフォン市場の拡大とキャリア間競争による市場の活性化などにより、大幅な増収と

なりました。

　アイスクリーム事業は、店舗の再編ならびに一部店舗の改装工事による休業期間のため、微減収となりました。一

方、ビデオレンタル事業は、前期に出店した店舗の売上げが寄与し、増収となりました。

　飲食事業については、昨年５月にオープンした大型飲食店舗「WOOL HOMMACHI BEER ARCADE」（大阪市中央区）が

売上げに寄与したことにより、増収となりました。

　なお、新たに加わった寝具・寝装品やインテリア用品の製造・販売を営む株式会社ナイスデイの売上げも、増収に

寄与いたしました。

　この結果、コンシューマー事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は7,434百万円（前年同期比20.6％増）とな

りました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。
 
　なお、当社は「株式会社の支配に関する基本方針」を定めており、その内容は以下のとおりであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針)

１．基本方針の内容の概要

　当社は、最終的に会社の財務および事業の方針の決定を支配するのは株主であり、株主は、資本市場での株式

の自由な取引を通じて決まるものと考えています。したがって、会社の経営支配権の移転を伴う株式の買付提案

に応じるか否かの最終的な判断は、株主に委ねられるべきものと認識しています。

　しかし、株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から当社の企業価値および株主共同の利益を著

しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合があることが想定されます。

　当社は、このような行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考

えています。したがって、そのような行為に対しては、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講じるこ

とを基本方針としています。

 

２．基本方針の実現に資する取組みの概要

　当社は1896年（明治29年）の創業以来、永年にわたって培った独自の技術力・企画開発力を基盤に、ウールの

総合メーカーとして品質の向上や技術開発に努め、我が国の繊維産業の発展に寄与するとともに、“ウールの

ニッケ”としてこれまで高い評価を得てまいりました。そして今日は「繊維」「非繊維」の意識を超え、“人と

地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジして行きま

す。”という経営理念・経営方針で統一された「衣料繊維事業」、「産業機材事業」、「人とみらい開発事

業」、「コンシューマー事業」の4つの事業領域すべてを「本業」と位置づけ、事業を展開しております。当社グ

ループ会社は50社弱となり、その事業内容を多種多様に変化させながら収益の拡大を目指してまいりました。

　当社は創立120周年の節目となる2016年に向けた「ニッケグループ中長期ビジョン（ＮＮ120ビジョン）」を策

定しその実現に注力してまいりました。当ビジョン策定時と比較し、経営環境が更に不確実さを増したことに加

え、リーマンショックや東日本大震災など当初想定しえない事態の発生も影響し、当ビジョン策定時点では1,000

億円を超えていた連結売上高は一時800億円台にまで落ち込んだものの、グループを挙げての経営努力により再び
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1,000億円を回復できる状態まで持ち直してまいりました。ＮＮ120ビジョンの成果と反省を踏まえ、ポストＮＮ

120ビジョンとして「リニューアル・ニッケ130（ＲＮ130ビジョン）」を策定し、次なる10年間の当社グループの

目指す方向性や企業像、そしてコーポレートガバナンスを含めた経営戦略の再構築を検討し、更なる成長・発展

を目指してまいります。

　このような約120年にわたる創業からの継続的な取組みの積み重ねを企業価値の源泉としつつ、更に情熱と誇り

を持ってチャレンジし続け、「新しい価値」と「確かな生活文化」を創造し、地球環境と調和する企業グループ

を目指していくことこそ当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に繋がるものと確信しておりま

す。そのためには、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との良好な関係を維持し、当社グループ

の各事業の特性を十分に理解したうえで、中長期的な視点から安定的に事業運営を行うことが必要であると考え

ております。

 

３．基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

　ための取組みの概要

　当社は、平成27年２月25日開催の第184回定時株主総会にて株主の皆様から承認を受け「当社株式の大規模買付

行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を継続導入いたしました。本プラン

は、大規模買付行為に対して一律に対抗措置を発動する趣旨のものではなく、株主の皆様に対して、株主共同の

利益および企業価値の確保・向上の観点から大規模買付行為を受け入れるかどうかの検討に必要となる大規模買

付者からの情報および当社取締役会の評価・意見を提供し、さらには株主の皆様に熟慮に必要な時間を確保する

ものであり、これによって株主の皆様が適切な判断を行うことができるようにすることを目的としています。

(1) 本プランが対象とする大規模買付行為

　当社が発行する株券等について保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付行為

(2) 本プランの概要

　①大規模買付ルールの概要

　　(ⅰ)大規模買付者に対する情報提供の要請

　買付行為に先立って、当社取締役会は大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および当社取締役会の評価

検討のために必要かつ十分な情報（大規模買付情報）の提供を要請します。

　　(ⅱ)取締役会による評価検討

　当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了した後、90日を上限として設定した

取締役会評価期間において、提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、意見等を取りまとめたうえで

株主の皆様に公表します。なお、大規模買付行為は、当該評価期間の経過後にのみ開始されるべきものと

します。

　②大規模買付行為がなされた場合の対応

　　(ⅰ)大規模買付ルールが遵守されない場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、その責任において企業価値およ

び株主共同の利益の維持・向上を目的として、新株予約権の無償割当てその他法令および当社定款が取締役会

の権限として認める措置（以下「対抗措置」といいます。）の発動を決議します。

　　(ⅱ)大規模買付ルールが遵守された場合

　当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として対抗措置の発動を行いま

せん。ただし、当該大規模買付が本プランに定める類型に該当し、当社の企業価値および株主共同の利益を著し

く損なう等、当社に回復しがたい損害をもたらすものと認められる場合には、当社取締役会は対抗措置を発動す

る決議をすることがあります。この場合、当社取締役会は、決議に先立ってその判断の合理性および公正性を担

保するために、特別委員会に対して対抗措置を講じることの是非を諮問します。特別委員会は当該大規模買付行

為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものであるか否かについて十分に評価検討し、当社取締

役会に対して対抗措置の発動・不発動の勧告を行います。

　また、特別委員会が、株主の意思を確認すべき旨を勧告した場合、当社取締役会は、原則として株主意思確認

総会における株主投票または書面投票のいずれかを選択して実施します。この結果を受け、当社取締役会は、善

管注意義務に従いその責任により特別委員会からの勧告、株主意思確認総会または書面投票の結果を最大限尊重

し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点からすみやかに対抗措置を発動するか否かを決議しま

す。
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４．前記取組みが基本方針に従い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的

　とするものではないことおよびその理由

(1)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、必要な情報や期間を確保し、あるいは当社取

締役会が代替案を提示したり買付者と交渉すること等を可能にすることにより、当社の企業価値・株主共同の利

益を確保し向上させるという目的をもって導入しております。したがいまして、本プランの目的に反して、株主

の利益を向上させる買収を阻害する等、経営陣の保身を図ることを目的として本プランが利用されることはあり

ません。

(2)恣意的な対抗措置発動の防止

　当社は、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行うため、当社の業務執

行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役を中心に構成された「特別委員会」を設置して

おります。また、本プランは客観的かつ合理的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されてい

るため、当社取締役会による恣意的な発動を防止し、透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

(3)株主意思の反映

　本プランは、株主総会において株主の皆様による決議に基づき導入したものであります。なお、本プランには

有効期間を３年間とするサンセット条項を付しておりますが、その期間内に本プランを廃止する旨の株主総会決

議、取締役会決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。また、当社取締役の

任期は１年ですので、取締役の選任を通じて株主の意思を反映することが可能となっております。このように、

本プランはデッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではなく、本プランの導入および廃止には株

主の意思が十分反映される仕組みとなっております。

 

(3) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は139百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 192,796,000

計 192,796,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年２月28日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年４月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 88,478,858 88,478,858
東京

（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

単元株式数　1,000株

計 88,478,858 88,478,858 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年12月１日～

平成27年２月28日
－ 88,478,858 － 6,465 － 5,064

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年11月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

 普通株式　12,724,000
－

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　74,682,000 74,682 同上

単元未満株式 普通株式　1,072,858 － －

発行済株式総数 88,478,858 － －

総株主の議決権 － 74,682 －

 

②【自己株式等】

平成26年11月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)      

日本毛織㈱
神戸市中央区明石町
47番地

12,724,000 － 12,724,000 14.38

計 ― 12,724,000 － 12,724,000 14.38

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年12月１日から平

成27年２月28日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年12月１日から平成27年２月28日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年11月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,953 14,511

受取手形及び売掛金 23,045 22,081

商品及び製品 14,910 16,761

仕掛品 6,578 6,833

原材料及び貯蔵品 2,795 3,151

繰延税金資産 1,180 1,154

その他 3,494 3,253

貸倒引当金 △76 △73

流動資産合計 66,881 67,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,840 24,697

機械装置及び運搬具（純額） 7,424 7,527

土地 7,656 7,679

建設仮勘定 536 194

その他（純額） 636 741

有形固定資産合計 41,096 40,840

無形固定資産   

のれん 109 315

その他 749 799

無形固定資産合計 858 1,115

投資その他の資産   

投資有価証券 22,525 23,301

長期貸付金 17 12

破産更生債権等 86 94

長期前払費用 275 302

退職給付に係る資産 433 －

繰延税金資産 372 440

その他 1,494 1,596

貸倒引当金 △103 △111

投資その他の資産合計 25,102 25,635

固定資産合計 67,057 67,591

資産合計 133,938 135,263
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年11月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年２月28日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,821 11,275

短期借入金 12,409 17,354

未払法人税等 930 351

繰延税金負債 2 15

引当金 516 712

その他 7,749 5,930

流動負債合計 33,430 35,639

固定負債   

長期借入金 5,339 3,898

繰延税金負債 4,909 4,748

役員退職慰労引当金 23 －

退職給付に係る負債 3,355 4,306

長期預り敷金保証金 6,842 6,727

資産除去債務 340 341

その他 255 268

固定負債合計 21,066 20,290

負債合計 54,496 55,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 4,543 4,543

利益剰余金 69,582 68,647

自己株式 △7,629 △7,632

株主資本合計 72,962 72,024

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,615 6,455

繰延ヘッジ損益 354 302

為替換算調整勘定 966 945

退職給付に係る調整累計額 △1,410 △1,361

その他の包括利益累計額合計 5,526 6,342

少数株主持分 953 966

純資産合計 79,442 79,333

負債純資産合計 133,938 135,263
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年12月１日
　至　平成26年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年12月１日
　至　平成27年２月28日)

売上高 22,448 23,583

売上原価 17,145 18,165

売上総利益 5,302 5,418

販売費及び一般管理費 4,260 4,326

営業利益 1,042 1,091

営業外収益   

受取利息 17 16

受取配当金 162 177

その他 80 46

営業外収益合計 260 240

営業外費用   

支払利息 55 43

その他 154 154

営業外費用合計 210 198

経常利益 1,092 1,133

特別利益   

事業譲渡益 － 76

特別利益合計 － 76

特別損失   

事業構造改善費用 115 51

特別損失合計 115 51

税金等調整前四半期純利益 977 1,158

法人税、住民税及び事業税 411 503

法人税等調整額 △70 △89

法人税等合計 340 414

少数株主損益調整前四半期純利益 636 744

少数株主利益 23 17

四半期純利益 612 727
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年12月１日
　至　平成26年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年12月１日
　至　平成27年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 636 744

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △340 826

繰延ヘッジ損益 △20 △51

為替換算調整勘定 △2 △23

退職給付に係る調整額 － 48

持分法適用会社に対する持分相当額 － 16

その他の包括利益合計 △363 817

四半期包括利益 273 1,561

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 250 1,544

少数株主に係る四半期包括利益 22 17
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　 (1) 連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、株式取得により子会社となったため、㈱ナイスデイを連結の範囲に含めており

ます。

 

　 (2) 持分法の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　当第１四半期連結会計期間より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以

下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用

指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の

計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割

引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び

支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が433百万円、利益剰余金が904百万円減少

し、退職給付に係る負債が1,015百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響

は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

　 　半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は

　 　次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年12月１日
至 平成26年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年12月１日
至 平成27年２月28日）

減価償却費 886百万円 862百万円

のれんの償却額 23 34
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成25年12月１日　至　平成26年２月28日）

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年２月26日

定時株主総会
普通株式 757 10

平成25年

11月30日

平成26年

２月27日
利益剰余金

(2)基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

末後となるもの

 該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年12月１日　至　平成27年２月28日）

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年２月25日

定時株主総会
普通株式 757 10

平成26年

11月30日

平成27年

２月26日
利益剰余金

(2)基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

末後となるもの

 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日　至 平成26年２月28日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
衣料繊維
事業

産業機材
事業

人とみらい
開発事業

コンシュー
マー事業

合計

売上高        

(1)外部顧客への売上高 8,145 4,669 3,468 6,164 22,448 － 22,448

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
71 46 670 145 935 △935 －

計 8,217 4,716 4,139 6,310 23,383 △935 22,448

セグメント利益

又は損失（△）
△12 92 1,112 227 1,419 △377 1,042

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△377百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△370百

　　　　万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等であります。

     ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成26年12月１日　至 平成27年２月28日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
衣料繊維
事業

産業機材
事業

人とみらい
開発事業

コンシュー
マー事業

合計

売上高        

(1)外部顧客への売上高 8,364 4,308 3,475 7,434 23,583 － 23,583

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
65 302 245 107 722 △722 －

計 8,430 4,611 3,721 7,542 24,305 △722 23,583

セグメント利益 26 21 1,230 285 1,563 △472 1,091

（注）１．セグメント利益の調整額△472百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△429百万円

　　　　　が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等であります。

     ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年12月１日
至　平成26年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年12月１日
至　平成27年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 8円9銭 9円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 612 727

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 612 727

普通株式の期中平均株式数（千株） 75,765 75,753

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年４月９日

日本毛織株式会社

取締役会　御中

 

ひびき監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　　　亮　三　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 安　岐　浩　一　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本毛織株式会

社の平成26年12月１日から平成27年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年12月１日から平成

27年２月28日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年12月１日から平成27年２月28日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本毛織株式会社及び連結子会社の平成27年２月28日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）　１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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